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私たち西東京市民１１９名は、住民票コード番号

を付けられたことへの怒り、苦痛、不安に対して、

西東京市長を相手取り、１人 10 万円の慰謝料を求

める国家賠償請求裁判を８月５日、東京地裁に起こ

しました。 

 もちろん、１０万円を貰いたいから裁判を起こし

たわけではありません。一方的に住民票コードを付

けられて管理されることへの苦痛とリスクの慰謝料

は１０万円でも償いきれないでしょう。 

「住基ネットはやめてほしいと思っている市民が裁

判という形で西東京市と議論を深めていきたい。そ

のためには、いろいろな人が原告として参加した方

がよい。では、西東京市の住民だれもが原告になれ、

提訴の期限がなく、訴訟費用の負担が少ない裁判を

しよう！」 

ということで、請求額１０万円印紙代１０００円の

国家賠償請求裁判になりました。 

●市町村を相手の訴訟は全国で初めて 

 違法性の主張の骨子は次のとおりです。 

（１）住民票コードをつけたことの違法性 

  1.人格権の侵害 

  2.プライバシーの侵害 

（２）住民票コードの抹消又は送信停止しないこと

の違法性 

 

 住基ネットの導入はホントに自治体にメリットが

あるのでしょうか。住基ネット（住民基本台帳ネッ

トワークシステム）は、建前では自治体の共同事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということになっていますが、実態としては総務

省の国策事業です。余計な仕事と経費が増えるだけ

でメリットがなくても、国に頭が上がらない首長（市

長）には不参加を選択する勇気が持てないようです。 

 そんな市長に対して、私たち住民自身が「住基ネ

ットは自治体にとってもコストとリスクに見合った

メリットはない」と立証していくことにより、「やっ

ぱり住基ネットから離脱しようかな」と考え直して

もらうきっかけとなることを強く期待しています。 

 私たちが裁判に勝てば、市長も住基ネットなどと

いう面倒な共同事業から抜ける口実ができます。そ

んな「首長も喜ぶ住基ネット訴訟」を進めていきま

す。 

 市町村レベルの基礎自治体を被告にした国家賠償

請求裁判は全国で初めてとなりましたが、同種の裁

判はどこでもいつでも起こすことができます。全国

各地で提訴の準備が進められることを願っていま

す！                

２００４年９月１０日発行 ● vol.2  
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記者会見する原告と弁護団（８月５日、東京地裁で） 
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●西東京市での住基ネット問題をめぐるこれまでの動きはホームページでも知ることができます！ 

「とめよう住基ネット！西東京市民の会」  http://www1.jca.apc.org/juki85/NishiTokyo/ 

異議申立て本文／市役所での口頭意見陳述／都庁での口頭意見陳述／反論書／再反論書 などの全

文が収録されています 

「住基ネット訴訟・西東京の会」 http://www1.jca.apc.org/juki85/jukisoshoNishiTokyo/ 

訴状／学習会の記録 今後は公判日程など随時お知らせしています 

西東京市の住民で日本国籍のある人なら、だれでも原告になれます。被告 

は西東京市長。住民票コード番号を勝手に付けられたことへの怒り、苦痛、 

不安に対して慰謝料を請求するという形式の訴訟は全国でも初めてです。費 

用負担が少なく、提訴の期限がない、原告の資格に制限が少ないなど、多くのメリットがあり、新し

い方法として他の自治体住民からも注目されています。第２次訴訟を準備中で、ただいま原告をさら

に募集しています。問い合わせは、「住基ネット訴訟・西東京の会」連絡先の小崎または柳田まで。 

 

学習会 住基ネットのイロハと国家賠償請求 
 
７月 11日、日弁連情報対策委員会副委員長で住基ネッ
ト問題追及の第一人者である清水勉弁護士を講師に学習
会を開きました。 
清水弁護士はのっけから「住基ネット問題では、私た
ちはすでに勝っている」と勝利宣言。国が総力を挙げて
売らせた住基カードが日本中でタッタの 25 万枚しか売
れていない、という現実を見れば、もう勝敗は明らかで
あるというのです。自治体がほんとうに住民のために仕
事をするならば、もう唯々諾々と住基ネットに接続し続
けることは不可能なはず。それができないなら自治体を
住民の手に取り戻さなければならない。清水弁護士はこ
の裁判を「おまかせ民主主義」を終わらせる歴史的なも
のとして位置づけてくれました。 
このほか「コンピュータを知らなくてもおかしいとい
える」「自治体職員から裁判に勝ってと言われる」など役
に立つ情報が目白押し。この学習会の記録はパンフレッ
トとして１部300円で販売しています。 

 

よてい表 

●取り消し訴訟 第１回口頭弁論 
９月２１日（火） １１時３０分～ 
東京地裁 713 号法廷 
（傍聴希望者は11 時に地裁ロビー集合） 
原告の意見陳述があります 
 
●国賠訴訟 第１回口頭弁論 
１０月２５日（月） １０時～ 
東京地裁 713 号法廷 
（傍聴希望者は9 時半地裁ロビー集合） 
原告２名による意見陳述があります 
終了後、弁護士会館でミニ集会あり 
 

●住基ネット学習会 
１０月３日（日） １０時～ 
保谷公民館第２会議室（西武柳沢駅） 
「訴訟の論点について」 

次号３号はいよいよ裁判詳報、会計収支報告など大増ページで 10 月上旬発行の予定です！ 

 


